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１ 理事長によるメッセージ 

  地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター（以下、「リハセンター」という。）は、主に回復期のリハビリテーション医療や障害

児医療を提供する「医療センター」、児童福祉施設である「こども発達支援センター」及び「こども療育センター」、指定障害者支援施設である

「障害者自立訓練センター（駒生園）」で構成される、心身に障害がある県民の自立と社会参加を促進することを目的として平成 30（2018）年

４月に設立された複合施設です。 

  本事業年度は、設立団体の長である栃木県知事が最初に定めた中期目標の期間の最終年度でした。この５年の間、６階の回復期リハビリテー

ション病棟開棟や電子カルテの導入、５階及び６階病棟での回復期リハビリテーション病棟入院料１の算定開始などを通じ、質の高い総合的なリハ

ビリテーションを安定的に提供するとともに、県内における医療及び福祉の向上を図るなど、公的使命を果たしながら心身に障害のある県民の自立

と社会参加の促進に努めて参りました。 

  経営面においては、新型コロナウイルス感染症の影響による減収に加え、県の要請に基づくワクチン大規模接種や巡回接種等への医療従事者の派

遣に伴い、患者の受入調整をやむなく実施した結果、病床利用率は目標に届かない結果となりました。一方、こうした状況下においても、休日におけ

るリハビリテーション提供の充実等による患者一人当たりのリハ実施単位数の増や、医薬品の適正管理の徹底など支出減にも努めたことにより、地

方独立行政法人に移行後４年連続で純利益を確保しました。光熱費や物価の高騰の中、最終年度には経常収支比率が 99.7％となったものの、中期目

標にある「中期目標期間中に経常収支を黒字化」を達成し、健全な経営と医療・福祉サービスの質の確保の両立に向けた礎を築くことができた第１期

の５年間だったと考えております。 

  次年度からは、いよいよ、第２期の中期目標の期間となります。リハセンターが自ら作成した第２期の中期計画により、新型コロナウイルス感染症

対策で落ち込んだ病床利用率等の早期の回復を図りながら、ニーズが高まっている「学齢期の発達障害等への診療体制の強化」や、「退院後の外来リ

ハビリテーションの充実」、「自立訓練サービスの強化」などに取り組んで参ります。 

  引き続き、時代の変化や県民の要請に的確に対応しながら、診療、訓練、社会参加に至る一貫したリハビリテーションを提供するとともに、

地域のリハビリテーション実施機関等への支援に努め、心身に障害のある県民の生活の質の向上と地域生活への移行を促進するため、職員一

同、全力で取り組んで参ります。 

 

２ 法人の目的、業務内容 

(1) 法人の目的 

栃木県の医療・福祉政策として求められる一貫したリハビリテーションを提供するとともに、医療及び福祉に関する調査及び研究を行い、
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県内における医療水準等の向上を図り、もって心身に障害のある県民の自立と社会参加を促進することを目的とする。 

  

(2) 業務内容 

ア 医療及び福祉を提供すること。 

イ 医療及び福祉に関する調査及び研究を行うこと。 

ウ 医療及び福祉に関する技術者の研修を行うこと。 

エ 障害児入所施設を運営すること。 

オ 児童発達支援センターを運営すること。 

カ 障害者支援施設を運営すること。 

キ 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

３ 法人の位置付け及び役割 

  本県では、少子高齢化の急速な進行など保健医療を取り巻く環境の変化、医療サービス提供体制の制度改革に伴う医療計画制度の見直しに

対応するため、「質の高い医療を効率的に提供する体制を確保するとともに、保健・介護・福祉サービスと一体的に提供することによる、誰も

が住み慣れた地域において健康で、安心して暮らすことができる環境づくり」を基本理念とする「栃木県保健医療計画（７期計画）」（計画期

間：平成 30(2018)年度～令和５(2023)年度）を策定し、県民が生涯を通じて、安全で質の高い医療を効率的に受けられる体制の整備・充実や、

医師をはじめとする保健・医療・介護・福祉に関わる人材の育成確保、さらにはその連携体制の充実・強化などに取り組んできた。 

  こうした中、リハセンターにおいては、地方独立行政法人制度の特長である自律性、機動性、透明性を十分に活かして柔軟で弾力的な運営を

行うことにより、質の高い総合的なリハビリテーションを安定的に提供するとともに、県内における医療及び福祉の向上を図り、より一層、心

身に障害のある県民の自立と社会参加の促進に寄与することを強く求められている。 

 

４ 中期目標 

 (1) 概要 

   リハセンターは、これまで心身に障害のある乳幼児から高齢者に至る幅広い年齢層の県民に対しライフステージに応じた専門的なリハビ

リテーションを総合的に提供するなど、心身に障害のある県民の自立と社会参加を促進するための医療と福祉の複合施設として重要な役割
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を果たしてきた。 

   一方、近年は、超高齢社会の到来、医療技術の進歩、県民の医療に対する意識の変化等、医療を取り巻く環境が大きく変化しており、県民

に対する医療サービスの充実が求められている。 

   また、障害児・障害者の地域社会における共生の実現に向け、日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害福祉サービスの充実も

求められている。 

   このようなことから、今後とも公的使命を果たしながら、県民ニーズや新たな課題等に適切かつ迅速に対応するとともに、経営の健全化を

図るため、柔軟で弾力的な運営が可能となる地方独立行政法人へ経営形態を移行した。 

   この中期目標は、医療・福祉サービスの向上、人材の確保と育成、地域の関係機関との連携、業務運営の改善や効率化等、リハセンターが

達成すべき業務運営の目標や方向性が示されている。   

 

 (2) 定められている事項 

   リハセンターの中期目標においては、以下の事項が定められている。 

第１ 中期目標の期間 平成 30(2018)年４月１日から令和５(2023)年３月 31 日までの５年間 

第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項 

１ 質の高い医療の提供 

２ 安全で安心な医療の提供 

３ 患者・県民等の視点に立った医療の提供 

４ 障害児・障害者の福祉の充実 

５ 人材の確保と育成 

６ 地域連携の推進 

７ 地域医療・福祉への貢献 

８ 法令・社会規範の遵守及び適切な情報管理 

９ 災害等への対応 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 １ 業務運営体制の確立 

２ 経営参画意識の向上 

３ 収入の確保及び費用の削減への取組 
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第４ 財務内容の改善に関する事項  

第５ その他業務運営に関する重要事項  

 

５ 理事長の理念や運営上の方針・戦略等 

 (1) 基本理念 

   私たちは、診療、訓練、社会参加に至る一貫したリハビリテーションを提供するとともに、地域のリハビリテーション実施機関等への支援 

に努め、心身に障害のある県民の生活の質の向上と地域生活への移行を促進します。 

 

 (2) 基本方針 

  ア 私たちは、医療と福祉が一体となった複合施設の特長を活かし、乳幼児から高齢者に至るまでのあらゆる年齢層に対して、多職種連携に 

よる専門的なリハビリテーションを提供します。 

  イ 私たちは、障害者総合相談所とともに、医療、社会、教育、職業といった各分野の関係機関と連携を図りながら、総合的なリハビリテー 

ションを提供します。 

  ウ 職員一人ひとりの不断の自己研鑽の下、リハビリテーションに関する調査研究を行いながら、法人が有する知見や技術を地域に還元し

ます。 

  エ 全ての職員が経営への参画意識を持って、効率的で健全な病院・施設の運営に努めます。 

 

６ 中期計画及び年度計画 

  中期目標を達成するための中期計画と当該計画に基づく年度計画との関係は以下のとおり。 

中期計画と目標とする指標 令和４(2022)年度計画と目標とする指標 

第１ 中期計画の期間 

   平成 30(2018)年４月１から令和５(2023)年３月 31日までの 

５年間 

 

第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき措置 

第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき措置 



8 
 

 １ 質の高い医療の提供 １ 質の高い医療の提供 

  (1) 専門的な医療の提供 

(2) 医療機能の充実 

(3) 先進的なリハビリテーション医療の提供 

(4) リハビリテーションに関する調査研究等の推進 

同左 

  【目標とする指標】 

・リハビリテーション実施単位数（R4 目標値：303,000 単位） 

・発達障害外来受診者数    （R4 目標値：7,400 人） 

・整形外科手術実施人数    （R4 目標値：45 人） 

・重症患者の受入れ割合    （R4 目標値：30％） 

【目標とする指標】 

・リハビリテーション実施単位数   （R4 目標値：303,000 単位） 

・発達障害外来受診者数       （R4 目標値：7,400 人） 

・整形外科手術実施人数       （R4 目標値：45人） 

・重症患者の受入れ割合       （R4 目標値：30％） 

・ブレイス（装具）クリニック実施件数（R4 目標値：1,300 件） 

・休日におけるリハビリテーション実施単位数 

（R4 目標値：85,000 単位） 

・療法士及び看護師の学会発表件数  （R4 目標値：6件） 

 ２ 安全で安心な医療の提供 ２ 安全で安心な医療の提供 

  (1) 医療安全対策の推進 

(2) 院内感染防止対策の推進 

(3) 医療機器、医薬品等の安全管理の推進 

同左 

  【目標とする指標】 

・医療安全に関する研修会の実施回数（R4 目標値：6回） 

・感染管理認定看護師数      （R4 目標値：1人） 

【目標とする指標】 

・医療安全に関する研修会の実施回数（R4 目標値：6回） 

・感染管理認定看護師数      （R4 目標値：1人） 

・集中ラウンド実施回数      （R4目標値：3回） 

・医薬品安全管理研修会の実施回数 （R4目標値：5回） 

 ３ 患者・県民等の視点に立った医療の提供 ３ 患者・県民等の視点に立った医療の提供 

  (1) 患者や家族等への医療サービスの充実 同左 
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(2) リハビリテーション医療等に関する情報提供 

(3) 地域に開かれた病院運営 

  【目標とする指標】 

・退院前在宅訪問指導（家屋調査）件数（R4 目標値：55件） 

・患者満足度割合          （R4 目標値：90％以上） 

【目標とする指標】 

・退院前在宅訪問指導（家屋調査）件数（R4 目標値：55件） 

・患者満足度割合          （R4 目標値：90％） 

 ４ 障害児・障害者の福祉の充実 ４ 障害児・障害者の福祉の充実 

  (1) 療育支援の充実 

(2) 自立訓練の充実 

(3) 病院部門と施設部門が一体となったサービスの提供 

同左 

  【目標とする指標】 

・児童発達支援事業所等を対象とした研修実施回数 

（R4 目標値：22回） 

・こども療育センター短期入所契約者数 （R4 目標値：44 人） 

・自立訓練終了後に一般就労等に移行した利用者数 

（R4 目標値：9人） 

【目標とする指標】 

・児童発達支援事業所等を対象とした研修実施回数 

（R4 目標値：22回） 

・こども療育センター短期入所契約者数（R4 目標値：44人） 

・自立訓練終了後に一般就労等に移行した利用者数 

（R4 目標値：9人） 

・家族会の開催回数                  （R4 目標値：2回） 

 ５ 人材の確保と育成 ５ 人材の確保と育成 

  (1) 職員の資質向上 

(2) 医療従事者の安定的な確保 

(3) 人事管理制度の構築 

(4) ワーク・ライフ・バランスに配慮した勤務環境の整備 

同左 

  【目標とする指標】 

・職員満足度割合（R4目標値：90％以上） 

【目標とする指標】 

・職員満足度割合（R4目標値：90％） 

・医師数        （R4 目標値：12 人） 

・療法士数      （R4 目標値：87 人） 
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 ６ 地域連携の推進 ６ 地域連携の推進 

  (1) 急性期病院や地域の医療機関等との連携の推進 

(2) リハビリテーション医療及び福祉に係る地域支援ネットワ

ークの強化 

同左 

  【目標とする指標】 

・逆紹介率          （R4 目標値：55％） 

・出前講座の実施回数（R4 目標値：20 回） 

【目標とする指標】 

・逆紹介率          （R4 目標値：55％） 

・出前講座の実施回数（R4 目標値：20 回） 

 ７ 地域医療・福祉への貢献 ７ 地域医療・福祉への貢献 

  (1) 医療・福祉関係者の資質向上に係る支援 

(2) 一次予防に係る地域の取組への支援 

(3) 障害児の地域におけるリハビリテーションへの支援 

同左 

  【目標とする指標】 

・療法士の実習生受入れ人数（R4目標値：440 人） 

・児童発達支援事業所等を対象とした研修実施回数 

（R4 目標値：22回）【再掲】 

・こども療育センター短期入所契約者数 

（R4 目標値：44人）【再掲】 

【目標とする指標】 

・療法士の実習生受入れ人数（R4目標値：440 人） 

・児童発達支援事業所等を対象とした研修実施回数 

（R4 目標値：22回）【再掲】 

・こども療育センター短期入所契約者数 

（R4 目標値：44人）【再掲】 

・看護師の実習生受入れ人数（R4目標値：450 人） 

 ８ 法令・社会規範の遵守及び適切な情報管理 ８ 法令・社会規範の遵守及び適切な情報管理 

 ９ 災害等への対応 ９ 災害等への対応 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとる

べき措置 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとる

べき措置 

 １ 業務運営体制の確立 １ 業務運営体制の確立 

 ２ 経営参画意識の向上 ２ 経営参画意識の向上 

 ３ 収入の確保及び費用の削減への取組 ３ 収入の確保及び費用の削減への取組 
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  (1) 収入の確保対策 

(2) 費用の削減対策 
同左 

  【目標とする指標】 

・病床利用率                （R4 目標値：91.4％） 

・ジェネリック医薬品使用割合（R4 目標値：75％） 

【目標とする指標】 

・病床利用率                  （R4 目標値：91.4％） 

・ジェネリック医薬品使用割合  （R4 目標値：75％） 

・リハビリテーション実施単位数（R4 目標値：303,000 単位）【再掲】 

・医師数                      （R4 目標値：12 人）【再掲】 

・療法士数                    （R4 目標値：87 人）【再掲】 

・新入院患者数                （R4 目標値：500 人） 

・材料費対医業収益比率        （R4 目標値：8.0％） 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 第３ 予算、収支計画及び資金計画 

  【目標とする指標】 

・経常収支比率（R4 目標値：100％以上） 

・医業収支比率（R4 目標値：75％以上） 

【目標とする指標】 

・経常収支比率（R4 目標値：100％） 

・医業収支比率（R4 目標値：75％） 

第５ 短期借入金の限度額 

   １億円 

第４ 短期借入金の限度額 

   １億円 

第６ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となること

が見込まれる財産の処分に関する計画 

   なし 

第５ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となること

が見込まれる財産の処分に関する計画 

   なし 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

第８ 剰余金の使途 第７ 剰余金の使途 

第９ 料金に関する事項  

第 10 その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措 

   置 

第８ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措 

   置 
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７ 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

(1) ガバナンスの状況 

  

栃木県知事 栃木県立病院地方独立行政法人評価委員会

理事長
（所長）

監事

副所長 医療局長 医療安全管理室

医療安全管理委員会

理事会

管理部 施設部 診療部 リハビリテーション部 看護部

目標案・評価案の諮問等

任命

任命

招集

意見

意見目
標
の
指
示
・
評
価
等

実
績
報
告
等
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 (2) 役員の状況（令和４（2022）年４月１日現在） 

役 職 区 分 氏 名 経   歴 

理 事 長 常 勤 星野 雄一 平成 25（2013）年４月  
とちぎリハビリテーションセンター所長 
平成 30（2018）年４月 現職（所長兼務） 

副理事長 常 勤 田崎 宣明 平成 31（2019）年４月  
栃木県立博物館副館長兼管理部長 
令和２（2020）年４月 現職（副所長兼務） 

理  事 非常勤 山形 崇倫 平成 22（2010）年４月 
自治医科大学医学部小児科学講座（発達医学部門）教授 
令和２（2020）年４月 現職 

理  事 非常勤 長田 太助 平成 25（2013）年４月 
自治医科大学医学部内科学講座（腎臓内科学部門）教授 
平成 30（2018）年４月 現職 

理  事 非常勤 畦上 恭彦 平成 25（2013）年４月 
国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科 教授 
平成 30（2018）年４月 現職 

監   事 非常勤 白土 陽子 平成 28（2016）年７月 
法律事務所コンフォルト 弁護士 
平成 30（2018）年４月 現職 

監   事 非常勤 佐藤 千鶴子 昭和 57（1982）年３月 
佐藤千鶴子公認会計士事務所 所長 
平成 30（2018）年４月 現職 
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 (3) 職員の状況 

ア 常勤職員の数 

職種 

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

令和４（2022）年 

４月１日現在 

令和５（2023）年 

３月１日現在 

令和５（2023）年 

４月１日現在 

医師 １０ １１ １３ 

看護師 ８８ ９１ ９０ 

理学療法士 ４０ ３９ ４１ 

作業療法士 ３４ ３３ ３４ 

言語聴覚士 １４ １４ １４ 

薬剤師 ４ ４ ４ 

臨床検査技師 ３ ３ ３ 

放射線技師 ３ ３ ３ 

管理栄養士 ３ ３ ３ 

保健師 １ １ １ 

ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー） ４ ４ ４ 

保育士 １３ １３ １３ 

心理 ４ ４ ５ 

福祉（介護） ８ ８ ７ 

事務 ２５ ２４ ２５ 

合   計 ２５４ ２５５ ２６０ 

 

イ 非常勤職員の数 

令和４（2022）年４月１日現在において 33 人（令和５（2023）年４月 1日現在において 28 人）となっている。 

 

 



15 
 

 (4) 重要な施設等の整備等の状況 

ア 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等 

     なし 

イ 当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充 

     なし 

ウ 当事業年度中に処分した主要施設等 

     なし 

 

 (5) 純資産の状況 

（単位：百万円） 

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

設立団体出資金 １，０６４ ０ ０ １，０６４ 

資本剰余金 △１６０ ２３ ６２ △１９９ 

利益剰余金 ３５１ ４９ ５９ ３４１ 

純資産合計 １，２５５ ７３ １２１ １，２０７ 

  （注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 
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 (6) 財源の状況 

  ア 財源の内訳 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 構成比率 

収入   

 営業収益 ２，９８５ ８１．２％ 

  医業収益 １，５０４ ４０．９％ 

  施設収益 ３２９ ９．０％ 

  運営費負担金 ６３８ １７．４％ 

  運営費交付金 ４９８ １３．６％ 

  補助金等 １５ ０．４％ 

 営業外収益 ６１ １．７％ 

 臨時利益 ０ ０．０％ 

 資本収入 ６２９ １７．１％ 

合 計 ３，６７５ １００．０％ 

  （注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

  イ 自己収入に関する説明 

    リハセンターにおける主な自己収入は医業収益 1,504 百万円及び施設収益 329 百万円で、医業収益の主な内訳としては、入院収益 1,296

百万円、外来収益 195 百万円、施設収益の主な内訳としては、発達支援センター収益 73 百万円、療育センター収益 236 百万円、駒生園収

益 20 百万円となっている。 

 

 (7) 社会及び環境への配慮等の状況 

    心身に障害のある県民の自立と社会参加を促進する目的の一環として、特別支援学校の生徒等の就労実習を積極的に受け入れ、就労へ

の不安解消や意欲の向上につながるような工夫を施しながら、障害者の就労の促進に取り組んでいる。 
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また、県内全体における医療及び福祉の向上を図るため、設定したテーマ以外への要望にも対応しながら出前講座を積極的に開催し、リ

ハセンターの有する知見を地域に還元する取組を行っている。 

このほかにも、交通安全運動へのボランティア参加など、職員自らが考え行動し、地域に根差した活動に取り組んでいる。 

 

８ 業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

 (1) リスク管理の状況 

   「地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター内部統制規程」（平成 31（2019）年施行）により、内部統制担当役員として副理

事長、各部に内部統制推進責任者を配置し、災害への備えや情報セキュリティの確保を図っている。 

 
 (2) 業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

   内部監査により内部統制の実施状況を確認するとともに、監事監査により適正性の確保を図っている。 

本事業年度には、医療センターや障害児者施設を有する複合施設としての特性を踏まえた上で業務継続計画（ＢＣＰ）を策定したが、適切

にリスク管理を行っていくため、見直しのための取組を行うこととしている。 

 

９ 業績の適正な評価の前提情報 

 (1) 医療センター 

   医療センターは、脳血管疾患、脊髄損傷、骨・関節疾患の主として回復期の時期の患者や小児神経疾患、小児整形外科疾患などの重度の障

害者に対して、専門かつ高度のリハビリテーション医療を行うとともに、小児科治療、整形外科的手術治療を行っている。 

   外来部門では、主にリハビリテーション科、小児科、整形外科、神経内科の診療を提供する。また、心身障害児の早期診断、早期治療に努

めるとともに、地域療育推進事業や身体障害者自立支援事業に対する援助を行っている。 

   入院部門では、回復期リハビリテーション病棟である５階及び６階病棟は、リハビリテーション科、整形外科、神経内科の連携のもと、回

復期リハビリテーションの充実に努めている。４階病棟では、整形外科で体幹・四肢の機能改善を図るとともに、障害児の感染症治療や小児

神経疾患に対する小児科診断・治療を行っている。リハビリテーション科、神経内科では脳血管障害等のリハビリテーションも実施してい

る。また、一般病棟の特性を活かして、回復期リハビリテーション病棟の対象外の下腿骨折・上肢骨折患者等のリハビリテーションも行って

いる。 



18 
 

 

 (2) こども発達支援センター 

   こども発達支援センターは、児童福祉法に基づく福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターからなる障害児通所施設で

ある。 

   心身に障害のある児童に対して、専門職が障害に応じた保育や看護、各種リハビリテーション、心理療法などを提供するとともに、保護者

の様々な悩み・相談にも応じることで総合的な療育を提供し、児童の健やかな発達を支援している。 

   また、児童と家庭が、地域の中で、ライフステージに応じた医療や福祉、教育などを適切に利用できるよう、病院や障害児サービス事業所

あるいは保育園・学校など、関係機関への技術援助や指導も行っている。 

   令和３（2021）年度からは、保育所等を訪問しての児童支援も行っており、本県における心身障害児の早期発見、早期療育システムの中核

機関としての役割も果たしている。 

 

 (3) こども療育センター 

   こども療育センターは、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設である。医療法に規定する病院機能を有し、四肢や体幹に機能障害があ

る児童（18 歳未満）の治療、訓練等を効果的に行うため、これらの機能を円滑かつ効率的に活用して、肢体不自由児が地域社会で自立した

生活ができるよう、家族を含めて療育指導を行っている。 

   また、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者として、障害児を一時的に保護する短期入所事業や市町との委託契約によ

る日中一時支援事業を行っている。なお、短期入所事業では人工呼吸器装着児の利用も受け入れている。 

 

 (4) 障害者自立訓練センター（駒生園） 

   障害者自立訓練センター（駒生園）は、障害者総合支援法に基づく障害者（主に身体障害（肢体不自由）及び高次脳機能障害）の地域生活

移行を目指した指定障害者支援施設である。 

   脳血管疾患、脳性麻痺、外傷等により四肢や体幹等に障害のある方や高次脳機能障害者を対象に、自立訓練（機能訓練／生活訓練）と施設

入所支援を通して、それぞれの障害に応じた訓練を行い、生活能力の向上を図るなど、様々な形での社会参加を支援している。 

   具体的には、利用者の身体能力等を的確に把握するため、サービス等利用計画を基に入所時評価及び入所後の随時評価を行い、本人、家族

と協議しながら、個別支援計画（３か月毎に見直し）を作成し、利用期間内で地域生活移行を目指した各種訓練を行っている。 
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10 業務の成果と使用した資源との対比 

 (1) 令和４(2022)年度の業務実績とその自己評価 

詳細については業務実績等報告書（https://tochigi-riha.jp/disclosure/）をご覧ください。 

                                                         （単位：百万円） 

項 目 自己評価 行政コスト 

第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 １ 質の高い医療の提供 Ｂ 

医業 

 ２，２２５ 

施設 

８１９ 

 

２ 安全で安心な医療の提供 Ａ 

３ 患者・県民等の視点に立った医療の提供 Ｂ 

４ 障害児・障害者の福祉の充実 Ｂ 

５ 人材の確保と育成 Ｂ 

６ 地域連携の推進 Ａ 

７ 地域医療・福祉への貢献 Ａ 

８ 法令・社会規範の遵守及び適切な情報管理 Ａ 

９ 災害等への対応 Ａ 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 １ 業務運営体制の確立 Ａ  

２ 経営参画意識の向上 Ａ 

３ 収入の確保及び費用の削減への取組 Ａ 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 財務内容の改善に関する事項 Ａ  

第８ その他業務運営に関する重要事項 

 その他業務運営に関する重要事項 Ａ  

法人共通 ３５５ 

合  計 ３，３９９ 
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  （注）評価基準 

     Ｓ：計画を上回って実施している。 

     Ａ：概ね計画どおり実施している。 

     Ｂ：計画をやや下回って実施している。 

     Ｃ：計画を下回っている、又は実施していない。 

 

(2) 当中期目標期間における知事による過年度の全体評価の状況 

年度 評価結果 

平成 30（2018）年度 中期計画の達成に向けた進捗にやや遅れが見られる。 

令和元（2019）年度 中期計画の達成に向けた進捗にやや遅れが見られる。 

令和２（2020）年度 中期計画の達成に向けた進捗にやや遅れが見られる。 

令和３（2021）年度 中期計画の達成に向けた進捗にやや遅れが見られる。 

令和４（2022）年度  
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11 予算と決算との対比 

                                                        （単位：百万円） 

区分 
令和４（2022）年度 

差額理由 
予算 決算 

収入 

営業収益 

医業収益 

施設収益 

運営費負担金 

運営費交付金 

補助金等 

営業外収益 

臨時利益 

資本収入 

計 

 

３，３１３ 

１，８０１ 

３７９ 

６３７ 

４９６ 

０ 

５７ 

０ 

６９０ 

４，０６０ 

 

２，９８５ 

１，５０４ 

３２９ 

６３８ 

４９８ 

１５ 

６１ 

０ 

６２９ 

３，６７５ 

 

 

想定患者数を下回ったことによる減 

想定利用率を下回ったことによる減 

支出 

営業費用 

医業費用 

施設費用 

一般管理費 

その他営業費用 

営業外費用 

臨時損失 

資本支出 

計 

 

２，９５６ 

２，００５ 

７４６ 

１３３ 

７２ 

７３ 

０ 

８９８ 

３，９２７ 

 

２，８５５ 

１，８８２ 

７６９ 

１２７ 

７７ 

７１ 

０ 

８３８ 

３，７６４ 

 

 

予定職員数を下回ったことによる減 

給与改定による増 

予定職員数を下回ったことによる減 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 
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12 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

                                                 （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定資産 

 有形固定資産 

 無形固定資産 

 投資その他の資産 

流動資産 

 現金及び預金 

 未収金 

 貸倒引当金 

 棚卸資産 

 その他流動資産 

５，３３０ 

５，２５０ 

０ 

８０ 

１，２２２ 

８７３ 

３３１ 

△３ 

２１ 

１ 

 

固定負債 

 長期借入金 

 移行前地方債償還債務 

 資産見返負債 

 引当金 

 長期リース債務 

流動負債 

預り補助金等 

 １年以内返済予定長期借入金 

１年以内返済予定移行前地方債償還債務 

短期リース債務 

未払費用 

未払金 

預り金 

引当金 

４，４１７ 

４２５ 

２，６３２ 

６０９ 

７５１ 

０ 

９２８ 

０ 

１７７ 

３７９ 

０ 

０ 

１９６ 

１５ 

１６１ 

負債合計 ５，３４５ 

純資産の部  

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

１，０６４ 

△１９９ 

３４１ 

純資産合計 １，２０７ 

資産合計 ６，５５２ 負債純資産合計 ６，５５２ 

   （注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 
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 (2) 行政コスト計算書 

                 （単位：百万円） 

科目 金額 

Ⅰ 損益計算書上の費用 ３,３３７ 

   医業費 ２,２２５ 

   施設費 ８１９ 

   一般費用 １４２ 

   控除対象外消費税損失 ７７ 

   資産取得控除対象外消費税償却 ３ 

   営業外費用 ７０ 

   臨時損失 ０ 

Ⅱ その他行政コスト ６２ 

Ⅲ 行政コスト ３,３９９ 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

(3) 損益計算書 

                                  （単位：百万円） 

科目 金額 

営業収益 ３，２６８ 

 医業収益 

 施設収益 

運営費負担金収益 

運営費交付金収益 

補助金等収益 

 資産見返負債戻入  

１，５０３ 

             ３２９ 

                 ６３８ 

                  ４９８ 

１５ 

２８４ 
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営業費用 ３，２６７ 

 医業費用 

 施設費用 

一般管理費 

控除対象外消費税損失 

 資産取得控除対象外消費税償却 

２，２２５ 

                 ８１９ 

１４２ 

                 ７７ 

                   ３ 

営業外収益 ６０ 

 運営費負担金収益 

 その他営業外収益 

４１ 

                   １８ 

営業外費用 ７０ 

 財務費用 

 雑損失 

６２ 

                     ８ 

臨時利益 ０ 

臨時損失 ０ 

当期純損失 １０ 

  （注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

 (4) 純資産変動計算書 

                                       （単位：百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 

当期首残高 １，０６４ △１６０ ３５１ １，２５５ 

当期変動額 ０ △３８ △１０ △４８ 

 その他行政コスト ０ △３８ ０ △３８ 

 当期純利益 ０ ０ △１０ △１０ 

当期末残高 １，０６４ △１９９ ３４１ １，２０７ 
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（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

(5) キャッシュ・フロー計算書 

                   （単位：百万円） 

科目 金額 

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー（Ａ）      １１９ 

   医療材料の購入による支出 △１２１ 

   人件費支出 △１，９２６ 

   その他業務支出      △７９５ 

   医業・施設収入 １，７９０       

   運営費負担金収入        ６８０ 

   運営費交付金収入     ４９８ 

補助金等収入 ２７ 

    その他の収入 ２８ 

      利息受取 ０ 

      利息支払         △６２ 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ）           １１２ 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー（Ｃ）         △３９７ 

Ⅳ 資金の増加額（又は減少額）（Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ）         △１６６ 

Ⅴ 資金の期首残高（Ｅ）     １，０３９ 

Ⅵ 資金の期末残高（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ）       ８７３ 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 
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13 財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明情報 

(1) 貸借対照表 

（資産） 

令和４（2022）年度末現在の資産合計は 6,552 百万円となっている。期首の 6,916 百万円と比較して 364 百万円の減となっている。主な

減少要因としては、有形固定資産の 239 百万円の減及び現金預金 166 百万円の減があり、増加要因として長期前払消費税の 10 百万円の増

となっている。 

 

（負債） 

令和４（2022）年度末現在の負債合計は 5,345 百万円となっている。期首と比較して 317 百万円減となっている。主な減少要因として

は、移行前地方債償還債務の 379 百万円の減及び未払金 92百万円の減があり、増加要因として、長期借入金 126 百万円の増となっている。 

 

 (2) 行政コスト計算書 

令和４（2022）年度の行政コストは 3,399 百万円となっている。内訳としては、損益計算書上の費用が 3,337 百万円、その他行政コスト

が 62 百万円となっている。 

 

 (3) 損益計算書 

（経常収益） 

令和４（2022）年度の経常収益は 3,328 百万円となっている。主な内訳としては、医業収益が 1,503 百万円、施設収益が 329 百万円、運

営費負担金収益が 638 百万円、運営費交付金収益が 498 百万円となっている。 

 

（経常費用） 

令和４（2022）年度の経常費用は 3,337 百万円となっている。主な内訳としては、給与費が 2,081 百万円、材料費が 137 百万円、経費が

659 百万円となっている。 
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（当期純損益） 

令和４（2022）年度の当期純損失は、経常損益の状況により、10百万円となっている。 

 (4) 純資産変動計算書 

令和４（2022）年度の純資産は、その他行政コスト累計額が△62 百万円、当期純損失が 10 百万円となった結果、1,207 百万円となって

いる。 

 

 (5) キャッシュ・フロー計算書 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和４（2022）年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 119 百万円となっている。主な内容としては、医療材料の購入による支出が

△121 百万円、人件費支出が△1,926 百万円、その他業務支出が△795 百万円、利息支払額が△62百万円、医業・施設収入が 1,790 百万円、

運営費負担金収入が 680 百万円、運営費交付金収入が 498 百万円、補助金等収入が 27 百万円、その他の収入が 28百万円となっている。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

令和４（2022）年度の投資活動によるキャッシュ・フローは 112 百万円となっている。内容としては、有形固定資産の取得による支出△

214 百万円、運営費負担金及び運営費交付金収入 326 百万円となっている。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和４（2022）年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△397 百万円となっている。内容としては、長期借入金による収入 303 百万

円、移行前地方債償還債務の償還による支出△634 百万円、長期借入金の返済による支出△61 百万円、その他財務活動による支出△６百万

円となっている。 

 

14 内部統制の運用に関する情報 

中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、地方独立行政法人法第３条の目的を果たすため、リハセンターにおける内部統制に係

る規程を定め理事長が基本理念及び基本方針を定めるとともに、副理事長が内部統制担当役員、経営企画室が内部統制推進部門として、内部統

制の確実な実施を担保することとしている。 
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15 法人の基本情報 

(1) 沿革 

  平成 30（2018）年４月１日 地方独立行政法人として設立 

 

 (2) 設立根拠法 

   地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号） 

 

 (3) 設立団体の長 

栃木県知事 
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 (4) 組織図（令和４（2022）年４月１日現在） 
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(5) 事務所の所在地 

栃木県宇都宮市駒生町３３３７番地１ 

 

 (6) 主要な財務データの経年比較 

                                       （単位：百万円） 

区分 平成 30(2018)年度 令和元(2019)年度 令和２(2020)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 

資産 ７，４７５ ７，１３０ ６，９４３ ６，９１６ ６，５５２ 

負債 ６，４５０ ６，００７ ５，６９９ ５，６６２ ５，３４５ 

純資産 １，０２５ １，１２２ １，２４４ １，２５５ １，２０７ 

行政コスト － － － － ３，３９９ 

経常収益 ３，２８７ ３，４９７ ３，４４９ ３，２８４ ３，３２８ 

経常費用 ３，２４１ ３，３５９ ３，２８８ ３，２３７ ３，３３７ 

当期純利益 ２ １３７ １６２ ４９ △１０ 

資金期末残高 ６７２ ６６７ ８３１ １，０３９ ８７３ 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

 (7) 翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

  ア 予算（令和５（2023）年度） 

                               （単位：百万円） 

区分 金額 

収入  

 営業収益 ３，２５３ 

 医業収益 １，７７３ 

施設収益 ３６０ 

運営費負担金 ６４９ 
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運営費交付金 ４７１ 

営業外収益 ５５ 

 運営費負担金 ４０ 

その他営業外収益 １５ 

資本収入 ５１８ 

 運営費負担金 ３２９ 

運営費交付金 ７ 

長期借入金 １８２ 

計 ３，８２６ 

支出  

 営業費用 ３，１２１ 

 医業費用 ２，０８４ 

 給与費 １，４３９ 

材料費 １２０ 

経費 ５１０ 

  研究研修費 １５ 

施設費用 ８３０ 

 給与費 ６１５ 

経費 ２１２ 

研究研修費 ３ 

一般管理費 １３５ 

その他営業費用 ７２ 

営業外費用 ６９ 

資本支出 ７２５ 
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 建設改良費 １６９ 

償還金 ５５６ 

計 ３，９１５ 

（注２）給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

 

  イ 収支計画（令和５（2023）年度） 

                               （単位：百万円） 

区分 金額 

収入の部 ３，５４８ 

 営業収益 ３，４９４ 

 医業収益 １，７７１ 

施設収益 ３６０ 

運営費負担金 ６４９ 

運営費交付金 ４７１ 

その他営業収益 ２４３ 

営業外収益 ５４ 

 運営費負担金 ４０ 

その他営業外収益 １４ 

支出の部 ３，５４０ 

 営業費用 ３，４７２ 

 医業費用 ２，３４８ 

 給与費 １，４６７ 

材料費 １１９ 
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経費 ４６９ 

減価償却費 ２７９ 

研究研修費 １４ 

施設費用 ８３６ 

 給与費 ６３４ 

経費 １９５ 

減価償却費 ４ 

研究研修費 ３ 

一般管理費 １４６ 

その他営業費用 １４２ 

営業外費用 ６８ 

純利益 ８ 

（注１）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

（注２）給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

 

  ウ 資金計画（令和５（2023）年度） 

                               （単位：百万円） 

区分 金額 

資金収入 ４，４８９ 

 業務活動による収入 ３，３０５ 

 診療業務による収入 １，７７１ 

施設業務による収入 ３６０ 

運営費負担金による収入 ６８９ 

運営費交付金による収入 ４７１ 
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その他の営業活動による収入 １４ 

投資活動による収入 ３３６ 

 運営費負担金による収入 ３３６ 

財務活動による収入 １８２ 

 長期借入金 １８２ 

前事業年度からの繰越金 ６６６ 

資金支出 ４，４８９ 

 業務活動による支出 ３，１８７ 

 給与費支出 ２，１６５ 

材料費支出 １１８ 

その他の業務活動による支出 ９０４ 

投資活動による支出 １６９ 

 固定資産の取得による支出 １６９ 

財務活動による支出 ５５６ 

 長期借入金の返済による支出 １７７ 

移行前地方債償還債務の償還による支出 ３７９ 

翌事業年度への繰越金 ５７７ 

（注１）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

（注２）給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

 

 


